
令和５年度 第１１回鳳来中部地域協議会 会議録 

日 時 
令和６年３月８日（金） 

午後７時００分～午後７時４０分 
場所 

市民センターほうらい 

集会室３ 

出席者 
委員 １７名  

事務局 ４名  

欠席者 ４名 傍聴者 なし 

議題・議事・発言等 

 

２ 報告事項 

（１）令和５年度鳳来中部地域自治区予算執行状況について 

（２）令和６年度地域協議会委員について 

 

３ 協議事項 

（１）鳳来中部マイレージ事業について 

 

４ その他 

（１）鳳来中部地域活動交付金について 

（２）令和６年度第 1 回地域協議会について 

（案）日時 令和６年５月１０日（金）午後７時３０分から 

   ※１８時３０分から新委員事前説明会を開催予定です。 

 

会議内容 
第１１回 鳳来中部地域協議会 

 

令和６年３月８日（金）       

午後７時００分～午後７時４０分 

 

１ あいさつ 

矢澤会長 

議事に先立ち、事務局から議事録署名人として西野昌暁委員と橋本敏明委員を

指名した。 

◯菅沼事務所長よりあいさつ 

  

２ 報告事項 

 ⑴ 令和５年度鳳来中部地域自治区予算執行状況について 

◯資料に沿って、事務局より説明。 

 ・シニアセーフティードライブ推進事業については、１２月１２日に安全運転技

能講習会を開催し、２１名の方にご参加いただいた。 

 ・高齢者生きがいづくり事業について、鳳来ゆ～ゆ～ありいなの利用助成は２１ 

名の方に助成を行った。交流サロン事業については、高齢者の居場所づくりか  

ら小学生の居場所に変更をし、３月２２日にともらく広場を開催予定。 

 ・防災ネットワーク推進事業については、２月２日に茶話会を開催し、約４０名 

  の参加があった。 

 ・ＡＥＤに関する事業については、ローソン長篠店、ふぁすと長篠点に加えて、 

新たに乗本公民館にも設置された。 

 ・自主防災組織防災活動援助事業については、８月末までに各防災会へ要望され 

た備品を納品済み。 

 ・防災活動補助事業については、要望地区は事業完了済み。 

 ・地域安全灯設置補助事業については、要望地区は事業完了済み。 

 ・交通安全施設整備事業については、長篠西地区内通学路のカラー舗装の塗り直 

しを実施し、登下校時の安全性の向上を図った。 



 ・長篠城址魅力向上事業については、樹木枝等を伐採し、不忍の滝の見通しを確 

保した。 

・長篠城址跡活用事業については、大河ドラマ放映に合わせ、関連する３箇所へ 

大のぼりを設置。令和６年９月末まで継続事業となっている。 

 ・自治活動備品整備事業については、要望地区は事業完了済み。自走式草刈り機 

を蔵平地区へ貸出を行った。 

・地域計画推進事業については、地域計画推進委員会を５回開催し、まちづくり 

の推進を図った。 

 

【質疑応答】 

 特になし 

 

 ⑵ 令和６年度地域協議会委員の交代について 

  ◯資料に沿って、事務局より説明。 

・条例に基づき、鳳来中部の選出方法は下記⑴～⑶となっている。 

⑴会長１名、副会長１名で、任期は１年としている。 

⑵令和元年度に会長・副会長の選任方法について検討し、令和２年度より、前 

年度から継続して委員を務める者の中から互選により候補者を選定し、新年 

度第１回地域協議会にて正式に決定することとされた。 

⑶会長の選出は人口規模等を考慮し、長篠３年に対し乗本１年を目安としてい 

る。 

  ・来年度も継続して委員を務めていただく方に来年度の会長・副会長を選出さ

せていただくこととなる。来年度の第１回協議会を開催する前に該当委員さ

んにお集まりをいただき、会長・副会長を選出したい。 

・会長、副会長を選出する会については、今のところ４月１９日(金)午後７時 

 から市民センターほうらいの集会室で行いたい。 

 

【質疑応答】 

 特になし 

 

３ 協議事項 

 ⑴ 鳳来中部マイレージ事業について 

 ○事務局より、資料に沿って説明。  

  「前回の質問事項について」 

 ・前回の協議会にていーじゃん券の取り扱いなどに関して質問があった件につい 

て、商工会へ確認した内容は下記のとおり。 

【１点目】 

当年度に参加人数が少なく、余ってしまういーじゃん券を次年度へ回すことが 

できるのか？ 

→有効期限を抜いたいーじゃん券を受け取り、自治振興事務所で発行日を入れる 

運用ができるため実質的には次年度へ回すことが可能となる。ただし、当年度 

に贈呈しない分のいーじゃん券を購入することとなると、来年度に応募数が少 

なかった場合は、財政課への相談、地域協議会での協議を行いながらの運用し 

ていくことになることが見込まれる。 

【２点目】 

いーじゃん券の有効期限は？有効期限の延長は？ 

→有効期限は１年間。有効期限の延長なし。が基本となるが、実情としては、期 

限が切れても使用できるようにしているとのこと。ただし、お店の対応しだい 

になるとのことで、ピアゴや薬局などの大型店舗は事前問合せをして欲しい。 

【３点目】 

５００円の商品券を５００円で購入してもお得感が無いのでは？ 

→プレミアム商品券などの販売促進事業とは違い、イベントの景品などで配布す 

る商品券として作ったもので性質が異なる。５００円券を５００円で購入して 

もらっている。 

「協議事項の内容について」 

 【１点目】いーじゃん券の金額と進呈人数について 

  ・前回までの話合いにおいて参加意欲を高めるため、当初予定の１人当たりの 



金額を増やす案が出されていた。 

・一番多くいただいた意見を採用させていただきたいと思い、いーじゃん券 

６，０００円を５０人に進呈を提案したい。 

【２点目】ポイント上限について 

・参加意欲を高めるために、ポイント上限数を設けずポイントが多い人から進呈

してはどうかといった意見と、ポイント上限を設けるといった意見をいただい

た。 

・初年度と言う事で、住民の参加状況や事務局の業務量など今の段階では見え 

ない部分が多いため、初年度はシンプルな進め方で、ポイント上限を３ポイ 

ントに設定することを提案したい。 

【３点目】ポイントカードの提出期限について 

・対象となる活動は年内（１２月３１日）までに終わる見込みのため、提出期 

限は１２月２７日（金）とすることを提案したい。 

【４点目】参加人数が対象人数を超える場合の抽選会について 

・公平性を保つための手段として、出来るだけオープンな形で進呈者を選出す 

る方が良いかと思い、抽選会を開催を予定している。 

・１２月２７日(金)をポイントカード提出期限にする場合は、事務処理や住民 

周知期間を踏まえて、１月下旬から２月上旬の間に抽選会を開催したいと考 

えている。 

・抽選会の開催は別途地区回覧を予定し、抽選会の進行等は、来年度検討した 

い。 

【５点目】対象の地域活動について 

・前回までの協議会で対象外にした方がいいのではといった意見があった夏祭 

りや盆踊りなどは全て抜き、前回協議会でご意見があったこども園の草刈り 

などのボランティア活動を追加したい。 

・地域活動交付金事業や災害対応の他地区応援などは対象とする意見があった 

が、来年度にならないと判断できない内容があるため、チラシには『その 

他、鳳来中部地域協議会が認めた地域活動』を追加したい。 

・この事業の周知ついては、本日の協議で決まった内容をチラシに反映させ、 

来年度の５月に各行政区の各戸配布による住民周知をしたいと考えている。 

併せて、ホームページへの掲載や各活動で作成するチラシへの掲載などによ 

る周知を考えている。 

 

【質疑応答】 

 特になし 

 

【議決】 

 賛成多数により、事務局提案のとおりとなる。 

 

４ その他 

 ⑴ 鳳来中部地域活動交付金について 

  ○事務局より、資料に沿って説明。 

   ・地域の皆さんへの周知等の協力をお願いしたい。 

 ⑵ 令和６年度第 1 回地域協議会について 

  「日時」令和６年５月１０日(金) 午後７時３０分 

   ※１８時３０分から新委員事前説明会を開催予定。 

 ⑶ 移動販売について 

  ○事務局より、資料に沿って説明。 

   ・内容等への質問については、直接担当へお問い合わせいただきたい。 

 

  【質疑応答】 

   特になし 

  

 会長のあいさつにて終了 

 （終了 １９時４０分） 

 


